
映
画

種
類 第

三

千

三

号

平

成

三

十

年

十

二

月

四

日

肉
体
温
泉
宿
女
将
の
発
情

大
人
の
同
級
生
さ
せ
子
と
初
恋

ピ
ン
ク
・
ゾ
ー
ン
２
淫
乱
と
円
盤

ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
フ
ァ
ミ
リ
ー
新
妻
な
ぶ
り

田
園
日
記
あ
そ
こ
で
暮
ら
そ
う

題
名

等

(

火
曜
日)

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

七
四
七
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
四
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
四
八

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

七
四
八

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教
育
管
理
課)

七
四
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
30年
12月
４
日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

寒

水

八

幡
線

路
線
名

区

間

郡
上
市
八
幡
町
初
音
字
向
会

津
四
〇
七
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
諸
畑

四
一
九
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜�･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

石
徹
白

前

谷
線

郡
上
市
白
鳥
町
前
谷
字
境
栩
一
一

〇
五
番
二
九
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
一

〇
五
番
一
四
五
地
先
ま
で ���･�

平
成
��･��･�
平
成
��･�･��

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

担
当
科
目

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

腎
臓
内
科

木
村

敏
樹

木
村
フ
ァ
ミ
リ
ー

ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
四
―

一
七
八

平
成��･��･��

耳
鼻
咽
喉
科

高
畠

隆

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

久
美
愛
厚
生
病
院

高
山
市
中
切
町
一
―
一

同

循
環
器
内
科

森
田

康
弘

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
―
八
六

同

内

科

瀬
古

章

ク
リ
ニ
ッ
ク
ラ
ポ

ー
ル

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
大
野

九
二
四
―
一

同

小

児

科

西
村

正
明

さ
く
ら
こ
ど
も
リ

ハ
ビ
リ
ク
リ
ニ
ッ

ク

可
児
市
川
合
二
七
四
九
―

五
六

同

外

科

田
邊

裕

中
津
川
市
民
病
院

中
津
川
市
駒
場
一
五
二
二

―
一

同

外

科

浅
野

智
成

中
津
川
市
民
病
院

中
津
川
市
駒
場
一
五
二
二

―
一

同

内

科

堀
江

直
史

鷲
見
病
院

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
―

一

同

眼

科

松�
恵

中
津
川
市
民
病
院

中
津
川
市
駒
場
一
五
二
二

―
一

同
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内

科

黒
部

拓
也

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

西
美
濃
厚
生
病
院

養
老
郡
養
老
町
押
越
九
八

六

同

外

科

小
塚

雅
也

中
部
ク
リ
ニ
ッ
ク

恵
那
市
長
島
町
中
野
一
二

一
四
―
四
一

同

循
環
器
内
科

猪
飼

佳
弘

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

東
濃
厚
生
病
院

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
―
一

同

脳
神
経
外
科

槇

英
樹

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
―
八
六

同

外

科

野
村

公
志

多
治
見
市
民
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四

三

同

内

科

野
村

翔
子

多
治
見
市
民
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四

三

同

耳
鼻
咽
喉
科

中
島

真
幸

可
児
と
う
の
う
病

院

可
児
市
土
田
一
二
二
一
―

五

同

外

科

吉
田

滋

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

外

科

井
上
総
一
郎

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

内

科

河
内

隆
宏

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

内

科

戸
田

勝
久

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

内

科

鈴
木

英
司

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

整
形
外
科

金
子

達
洋

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

整
形
外
科

坂
井

宏
章

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
―
一

同

消
化
器
内
科

小
屋

敏
也

東
海
中
央
病
院

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四

―
六
―
二

同

内

科

伊
佐
治
亮
平

伊
佐
治
医
院

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津

三
九
二
六

同

外

科

伊
佐
治
孝
洋

伊
佐
治
医
院

加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津

三
九
二
六

同

泌
尿
器
科

山
田

徹

東
海
中
央
病
院

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四

―
六
―
二

同

外

科

橋
本

高
志

美
濃
市
立
美
濃
病

院

美
濃
市
中
央
四
―
三

同

教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
四
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
条
の
二｣

を｢

第
三
条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中｢

作
成
す
る
も
の
と
す
る｣

を｢

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
文
書
に
は
、
政
策
立
案
並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
施
の
方
針
に
影
響
を
及
ぼ
す
打
合
せ

等(

外
部
の
者
と
の
打
合
せ
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
内
容
を
記
録
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
一
章
第
一
節
中
第
三
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(
文
書
の
正
確
性
の
確
保)

第
三
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
文
書
の
正
確
性
を
確
保
す

る
た
め
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
複
数
の
職
員(

当
該
打
合
せ
等
に
出
席
し
た
職
員
を

含
む
。)

の
確
認
を
受
け
た
後
、
本
庁
に
あ
つ
て
は
文
書
取
扱
責
任
者(

第
六
条
に
規
定
す
る
文
書

取
扱
責
任
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
、
現
地
機
関
等
に
あ
つ
て
は
文
書
取
扱

責
任
者
又
は
主
務
課
長(
岐
阜
県
立
学
校
に
あ
つ
て
は
、
学
校
長
の
指
定
す
る
者
。
第
三
章
に
お
い

て
同
じ
。)

の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
上
司
か
ら
文
書
の
作
成
に
関
す
る
指
示
が

あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
上
司
の
確
認
を
併
せ
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
文
書
に
外
部
の
者
の
発
言
等
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、

当
該
打
合
せ
等
に
出
席
し
た
職
員
の
確
認
を
受
け
た
後
、
可
能
な
限
り
、
当
該
外
部
の
者
の
確
認
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

(

文
書
の
不
適
正
な
取
扱
い
の
禁
止)

第
三
条
の
四

職
員
は
、
文
書
を
偽
造
し
、
変
造
し
、
若
し
く
は
改
ざ
ん
し
、
虚
偽
の
文
書
を
作
成
し
、

又
は
文
書
を
毀
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
見
出
し
中｢

教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
管
理
課
長｣
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

教
育

委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
管
理
課
長｣

に
、｢

｢

教
育
総
務
課

長｣

を｢｢

教
育
管
理
課
長｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

教
育
総
務
課
長｣
を｢

教
育
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
二
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

告
示

法
令
等
の
委
任
を
受
け
て
定
め
る
も
の
で
一
般
に
公
表
を
要
す
る
も
の(
前
号
に
掲

げ
る
文
書
を
除
く
。)

、
法
令
等
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
べ
き
事
項
と
さ
れ
た
も
の
、
行
政
処

分
で
一
般
に
公
表
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

第
七
条
第
二
項
を
削
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中｢

岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
総
務
課｣

を｢

岐
阜
県
教
育
委
員
会

事
務
局
教
育
管
理
課｣

に
、｢

｢

教
育
総
務
課｣

を｢｢

教
育
管
理
課｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

、

毎
年｣

を｢

毎
年｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
の
見
出
し
中｢

に
よ
り｣

を｢

を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

、
必
要
な
場
合
に
限

り｣

を
削
り
、｢

出
力
し｣

を｢

出
力
し
た
場
合
は｣

に
改
め
、｢

第
十
条
の｣

の
下
に｢

規
定
の｣

を

加
え
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を
削
る
。

第
十
二
条
第
三
号
中｢

教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
を｢(

法
規
文
書
の
審
査
等)｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

規
則
及
び
訓
令
甲
の
制
定
又
は
改
廃
に
関
す
る
事
項
に
係
る
起
案
文
書
は
、
関
係
者
の
決
裁
を
受

け
た
後
、
教
育
管
理
課
長
の
審
査
を
経
て
、
法
務
・
情
報
公
開
課
長
に
回
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
第
二
項
中｢

公
示
文
書
そ
の
他
岐
阜
県
公
報
に
掲
載
を
要
す
る｣

を｢

岐
阜
県
公
報
に
掲

載
す
る
事
項
に
係
る｣

に
、｢

教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
中｢

教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中｢(

岐
阜
県
立
学
校
に
あ
つ
て
は
学
校
長
の
指
定
す
る
者
。
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
同
じ
。)｣

を
削
り
、｢

番
号
を
付
け｣

を｢

、
番
号
を
付
け
、｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
四
の
見
出
し
中｢

に
よ
り｣

を｢

を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

、
必
要
な
場
合

に
限
り｣

を
削
り
、｢

出
力
し｣

を｢

出
力
し
た
場
合
は｣

に
改
め
、｢

第
三
十
一
条
の｣

の
下
に｢

規

定
の｣

を
加
え
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を｢

も
の
と
す
る｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中｢

教
育
総
務
課
長｣

を｢

教
育
管
理
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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